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◇

中古資産の耐用年数の変更

Q:当社は、前期に中古車両を購入し事業

用として使用しています。前期の減価償却費

の計算は法定耐用年数により行いました。

しかし、中古資産については見積耐用年数

を選択することができると聞きましたので、

今期から見積耐用年数に変更しようと考えて

いますが、よろしいでしょうか。

A:変更はできません。

【解説】

一般の減価償却資産の耐用年数は法定耐用

年数によることとされていますが、いわゆる

中古資産を取得して事業の用に供した場合の

耐用年数は、その用に供した時以後の使用可

能期間の年数（残存耐用年数）によることが

できることとされています。

この場合の中古資産についての残存耐用年

数の見積りは、その事業の用に供した事業年

度においてすることができるものであり、当

該事業年度においてその見積りをしなかった

ときは、その後の事業年度においてはその見

積りをすることができないこととされていま

す ◎

また、中古資産を事業の用に供した後に耐

用年数の短縮を必要とする事由が生じたとき

は別ですが、中古資産について見積耐用年数

によっていないことを理由として耐用年数の

短縮承認申請をすることはできません。
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